
R803

設備資金20年以内（うち据置期間2年以内）
運転資金10年以内（うち据置期間2年以内）

流通業務の効率化、自動車を用いた旅客の運送に係る業務の効率化、
合理化または共同化を図るために必要な設備資金および長期運転資金

7億2千万円

物流業関連・旅客自動車運送事業関連



公庫は取引金融機関と連携し、運輸業の経営

の近代化や流通機構の合理化を図る中小企業

の皆さまを支援しています。

▶ご融資のイメージ ▶適用利率表

ご融資のイメージ①

建設業者の車輛投資

建設業者である A社は、建設資材を運ぶ自社ドライバーが不足している

ため、積載量の多いトラックヘの買い替えを計画。

公庫は取引金融機関と連携し、トラックの買い替え資金を融資。

ご融資のイメージ②

倉庫の機能向上

倉庫業者である B社は、冷凍加工物保管用倉庫の能力不足を改善するた

め、高性能冷却設備投資を計画。

公庫は取引金融機関と連携し、高性能冷却設備導入のための設備資金を

融資。

ご融資のイメージ③

タクシー業者の車輛更新

タクシー業者であるC社は、業務の効率化を図るためにジャンボタクシー

に買い替え、配車システムの導入も計画。

公庫は取引金融機関と連携し、ジャンボタクシーや配送システムの導入

に必要な設備資金を融資。

取引金融機関 日本公庫

企業

ご利用いただける方 融資利率

1
輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の
流通に係る業務を行う方またはこれらの方で構成された
事業協同組合など

設備資金
特定設備※１に該当する場合は、
２億７千万円まで　特別利率①
（総合効率化計画の認定を受けた方は、特別利率③）
２億７千万円超　　基準利率
運転資金　　　　　基準利率

2
道路運送法に規定する旅客自動車運送事業を行う方また
はこれらの方で構成された事業協同組合など

設備資金
特定設備※２に該当する場合は、
２億７千万円まで　基準利率 -0.4%
ただし、地域交通法に規定する次のいずれかの計画を実施
するために必要な設備資金は、基準利率 -0.9％
・認定道路運送高度化実施計画
・認定地域旅客運送サービス継続実施計画
・認定貨客運送効率化実施計画
・認定地域公共交通利便増進実施計画
２億７千万円超　　基準利率
運転資金　　　　　基準利率

※1　ご利用いただける方１の特定設備（特別利率の対象設備の一部を掲載）

種類 具体例

運搬用設備 輸送用車両、場内運搬車、フォークリフト、コンベア、昇降機設備、パレット　ほか

保管設備 建物・構築物、建物付属設備、自動倉庫、冷蔵庫、冷凍庫、ラック設備、空調設備　ほか

前処理設備 包装・梱包設備（自動式）、検査設備　ほか

事務処理設備 倉庫管理システム、配送管理システム、伝票処理装置　ほか

※2　ご利用いただける方２の特定設備（基準利率 -0.4％または基準利率 -0.9％の対象設備の一部を掲載）

種類 具体例

運送用設備
車両および架装、建物・構築物、建物付属設備、運賃箱、両替機、整理券発行機、カードリー
ダー・ライター、運賃表示器、行き先表示器、デジタル式運行記録計、車載映像装置、混
雑状況提供システム　ほか

事務処理設備

建物・構築物、建物付属設備、運行管理支援システム、遠隔点呼・自動点呼システム、乗
務日報自動作成システム、車両動態管理システム、配車システム、需要予測システム、事
故情報管理システム、勤怠管理システム、売上集計・記録システム、会計管理用事務処理
系システム　ほか

※写真はイメージです。

見やすさの観点から簡略化しています。詳細は、支店までお問い合わせください。
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